
大規模開発事業
〇開発区域の面積が10,000平方メートル以上の開発事業

〇店舗面積の合計が3,000平方メートル以上の開発事業

〇開発区域の面積が3,000平方メートル以上の規則で定める施設（卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、

ごみ焼却場及びごみ処理施設）の建設を目的とする開発事業

大規模開発事業の手続フロー

該当しない

通常の開発手続きフローに準じる

該当する

開発事業構想届出書の

公告・公衆への縦覧

事前協議

（関係部署との調整）

開発事業構想届出書 提出

※公告の翌日から２１日間縦覧

近隣関係者・関係行政区等

に対する説明会

※公告の翌日から２１日以内に開催

大規模開発事業構想説明会

結果報告書提出

※説明会の翌日から７日以内に提出

大規模開発事業構想

に関する意見書

※縦覧期間中随時受付

大規模開発事業構想

に関する見解書提出

※意見書を受理後、７日以内に提出

見解書の公告・公衆への縦覧

※見解書の公告の翌日から１４日間

見解書に係る説明会

事業者が行う手続き

市役所が行う手続き

市民からの意見


